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資料 1

精華町手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション

手段の利用の促進に関する条例（案）

パブリックコメントの意見と対応

【実施概要】

広く町民から意見を聴取し、計画に反映させるために意見募集を実施しました。

期間：令和７年１１月１８日～令和７年１２月１７日

場所：ホームページ及び以下の施設

精華町役場内：社会福祉課、企画調整課

関係施設等：消防本部、上下水道事務所、人権センター、コミュニティーホール、町立図

書館、むくのきセンター、かしのき苑

意見数３３件（４名）

①

②

③

条 意見要旨等 意見に対する町の考え方

第
２
条
３
号

対象者の定義

手話施策推進法では、対象者を限定してい

ない。このことを、この条例でも前提にすべ

き。

条例では、障害の定義について障害者基

本法第２条第１号と同様にしておりますが、

障害の有無に関わらず全ての人を対象とし

ています。

第
２
条
３
号

町条例案の前文修正案（下から２行目）で

は、「全ての住民が障害の有無にかかわら

ず」と全住民対象と解釈できる。一方、２条３

号の「障害のある人」の定義では、医学モデ

ルと思われる「機能障害がある」ことを前提

とし、かつ社会的障壁がある人（しかも「継続

的」とさらに限定）となっている。これは、限定

過ぎる。後段の「社会的障壁」は社会モデル

と解釈できるが、前段で医学モデルを前提

としてしまっているため、「医学モデルに該当

かつ 社会モデル」と解釈できてしまう。

条例では、障害の定義について障害者基

本法第２条第１号と同様にしておりますが、

前文に記載しているとおり、障害の有無に

関わらず全ての人を対象としています。

第
２
条
３
号

例えば、医学的な機能障害のない「場面緘

黙症」や「吃音」、機能障害の程度が低い

「軽度の難聴」などが除外される可能性が

残る（これらが精神を含め何らかの障害手

帳対象になることは認識しているが、相当程

度であり「初期」「軽中度」などは対象になら

ない可能性が高い。逆に初期段階からコミュ

ニケーション手段を習得しておくことが、本人

の社会参加を促進する可能性が高い）。少

前文に記載しているとおり、障害の有無に

関わらず全ての人を対象としています。
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④

⑤

⑥

⑦

なくとも原案ではどうなるのか不明確だ。最

低限「社会的不利」の範疇まで広げる解釈

ができる条文をめざすべき。

第
２
条
３
号

２条３号では、わざわざ「継続的」の文言が

ある。この「継続的」は削除すべき。理由は、

「一時的」が対象外になる解釈が可能とな

るからである。例えば、声帯手術直後で声

を出してはならない人、何らかのリハビリ中の

人は「一時的で継続的ではない」ため除外

されるリスクがある。しかし、それらの人たち

も、コミュニケーション上の合理的配慮はさ

れるべきだ。その他の意図がないならば「継

続的に」は不要であり削除する。参考まで

に紹介すると、伊万里市条例には、継続的

と併記で「断続的」の文言がある。

前文に記載しているとおり、障害の有無に

関わらず全ての人を対象としています。

第
２
条
３
号

旅行者など一時的な滞在者も対象とすべ

き。美作市条例にはある。特に、町外居住の

ＮＥＴ１１９登録者なども想定する必要があ

る。災害発生時の対応を想定した場合、精

華町在住・在勤のみとは限らない。また、精

華町は学研都市なので、研究目的・商談な

どで数時間・数日など短期的な滞在もあり、

町のホスピタリティが求められる。

災害や緊急時に旅行者や滞在者の情報保

障については重要な視点と考えております。

貴重なご意見として承り、今後の取組の参

考とさせていただきます。

第
２
条
３
号

対象者を無理無理定義しなくてもいのでは

ないかと考える。前文が述べているように

「コミュニケーションで困っている全ての人」

と解釈できる整理が望ましい。

前文に記載しているとおり、障害の有無に

関わらず全ての人を対象としています。

第
２
条
３
号

障害のある人について。

身体障害.難病その他の心身の機能の障害

（以下「障害」と総称する）と書かれています

が、障害を社会モデルで考えると、身体障

害.難病その他の心身の機能の制約とし、同

項の後段を障害及び社会的障壁（以下「障

害と総称する」）により、継続的に日常生活

又は社会生活に制限を受ける状態にあるも

条例における障害のある人の定義について

は、障害者基本法第２条第１号に準拠して

おります。



3

⑧

⑨

⑩

のをいう、としてはどうかと思いました。

第
２
条
３
号

第
２
条
３

「継続的」の表現について、何をもって継続

的なのか基準がよく分からない。「継続的」を

削除して欲しい。

条例における「障害のある人」の定義は、障

害者基本法第２条第１号の定義に準拠した

ものとしております。

第
５
条
６
条

手話施策推進法第１０条に準拠した場合、

「地域の役割」も視野に入れる必要がある。

精華町が、地域単位で展開している施策は

多い。特に、検討会でも議論となった「防災」

や「地域コミュニティ」は、位置づけが必要と

なる。ある地域では、地域子ども会の構成メ

ンバーが「地域の町立小学校に在籍してい

る子ども」のみで、私学や府立・国立の学校

に在籍している子どもが排除されていた例

がある。今回の条例では、いわゆる特別支

援学校に在籍する子どもが対象となるケー

スが想定される。地域には「多様な子どもが

いる」ことを自覚するきっかけが必要だ。

条例第５条住民の役割に含まれるものと考

えております。貴重なご意見として承り、今

後の取組の参考とさせていただきます。

第
６
条

６条の修正案が出された。前進ではあるが、

まだ欠けている視点として、障害ある人を

「サービス受ける側」としか想定していないと

ころがある。今後の「多様性ある社会」のデ

ザインは、「障害ある人が、サービスを提供す

る側」でもあり得る想定が必要です。

つまり、この条例案は「コミュニケーションとい

う双方向性」を前提としており、前文にある

「全ての人」を対象として想定することが求

められる。

聴覚障害者も、社会の工夫があれば、サー

ビス提供側として地域社会の一員となれる

希望を提供できる条文が求められる。

第６条については、事業者の役割を記載し

ており、障害のある人を雇用する事業者側

である場合も想定されるものと考えておりま

す。
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⑪

⑫

⑬

第
７
条

条例全体の構造に関して

条例制定後発自治体として、先行自治体の

制定以降の政府や社会の動向を踏まえる

必要がある。少なくとも、今年６月に制定され

た「手話施策推進法」を具体化したものであ

る必要がある。最低限、手話施策推進法の

条文で、主語が地方公共団体となっている

条項は、いずれ具体化する必要に迫られる

ので、この際条例に含んでおくことが望まし

い。この条例以外に、手話施策推進法を具

体化する条例制定も技術的には可能だが、

別建てにする特段の意味はなく、包含させる

ことが望ましい。もし、別建て条例を想定して

いるなら、その旨を明確にしてほしい。

手話施策推進法第３条に示されている国

及び地方公共団体の責務及び同法第６条

から第１８条に示されている施策につきまし

ては、条例第７条の施策の推進に含まれて

いるものと考えております。

第
７
条

条例全体の構造に関して

２０２３年に制定された「こども基本法」の理

念・規定に沿った条文が必要となる。条例案

では、子ども分野の扱いが不明確であるの

で、具体化する。手話施策推進法第６条に

準拠する。こども基本法の大きな理念であ

る、「こどもの最善の利益優先」「発達段階に

応じた意見表明権」「参画機会の保障」など

を明記すること。こども基本法を具体化した

精華町条例は、議会から求められているもの

の具体化していない。別建て条例も技術的

には可能だが、この条例制定時には手話施

策推進法の規定する範囲でも、明記する必

要がある。

条例については、前文に示しているように子

どもから高齢者に至るまで切れ目なく豊か

なコミュニケーションが図られることを重要と

示しており、すべての世代を対象としており

ます。

第
７
条

条例全体の構造に関して

手話施策推進法第７条に準拠した場合、教

育分野も不明確である。山城地域で条例を

先行させている自治体の条例制定後の成

果は、この分野で顕著に表れている（１１月３

０日開催の山城地域における手話言語条

例の成果を学ぶ学習会などで報告されて

いる。本町行政関係者も参加されている）。

対象は、町立以外の教育機関や社会教育

教育分野については、学校教育だけではな

く、生涯学習という社会教育の分野も包含

するものと認識しております。

教育現場の環境整備については教育分野

と連携してまいります。
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⑭

⑮

分野も包含すべき。つまり、「町は」だけの主

語では対象外となるため、必要な条項に挿

入する。

法の趣旨からいえば、「手話の獲得・習得」だ

けではなく、「手話による教育を受ける環境

整備」まで視野に入れる必要がある。法は、

学校現場の教員などが手話を習得すること

や聴覚障害を持つこどもたちが学びやすい

教材開発を求めている。

第
７
条

手話施策推進法第１１条に準拠した場合、手

話習得支援を明確にする必要がある。山城

地域の先行自治体条例の中には、「手話の

獲得及び習得」を施策の柱としている自治

体があり、成果を上げている。特に、成育歴

の中で、手話をコミュニケーション手段とする

集団に参加できないケース・中途失聴の難

聴者などには、有効な社会参加の手段とな

る。近隣自治体では、難聴者の定期的な手

話習得機会の提供により、同じ聴覚障害で

あるろうあ者との意思疎通がスムーズにな

り、人間関係が飛躍的に改善された前例が

ある。条例案７条には、これらを明確に示す

と解釈できる条文がない。

手話に関する施策については、条例案第７

条第１項第１号に記載しており、具体的な取

組については、今後の検討課題としている

ため、貴重なご意見として承り、今後の取組

の参考とさせていただきます。

第
７
条

７条の各号からは、手話の普及つまり知って

もらうことは読み取れる。ただ、上記と対をな

す事項でもあるが、「手話による情報発信」

の概念が感じられない。華創など町の広報

誌は、日本語文字などで表記されている。ま

た、現在ボランティアの努力で、「音声版」や

「点字版」などが作成される場合がある。し

かし、これらはあくまでもボランティア活動に

依拠したものに過ぎない。何らかの理由で活

動が停止又は衰退すれば、日本語文字だ

けでは理解が不能又は理解がしにくい対象

者に届かない。ゆえに、「手話による情報発

信」（条例案の趣旨からは「多様なコミュニケ

ーション手段による情報発信」）を明確にす

手話による情報発信については、様々な発

信の仕方があると認識しております。可能な

限り情報発信に努めます。
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⑯

⑰

⑱

る必要がある。

第
７
条

手話施策推進法第１５条に準拠した場合、人

材育成が求められる。条例案にも存在する

ものの、「活用・派遣」の観点が弱い。「育成」

は過程の手段であり、「派遣・活用」して、条

例のねらいが達成できる。

貴重なご意見として承り、今後の取組の参

考とさせていただきます。

第
７
条

科学技術の活用

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーショ

ン施策推進法（２０２２年制定）の理念を、条

例に反映させることが望まれる。この法律

は、障害者のコミュニケーション分野の施策

を推進するものであり、条例理念と一致す

る。

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーショ

ン施策推進法（２０２２年制定）は、条例の前

文に明記しており、デジタル技術の活用も含

め推進してまいります。

第
７
条

デジタル技術をはじめ、保存・活用分野で

は、期待される。後発条例としては、ぜひ盛

り込みたい。原案では、ほぼなし。

地域の手話文化の保存・伝承・活用にとって

も有益である。教育委員会が策定した、文

化財保存活用計画に類似した発想が必要

だ、有形文化ではないが、「方言」「伝統文

化」同様の位置づけの検討が必要だと考え

る。

社会教育、特に図書館学の分野では、「地

域文化の保存活用は、そこの自治体しかや

らない」旨のセオリーがある。だから、多くの

公共図書館が「郷土資料」コーナーを設け

て、積極的な活動を展開している。その精

神が必要だ。

もちろん、この条例にこだわらないので、前

述の文化財・・条例に位置づけてもいい。こ

こは、立法技術上の論点。教育委員会と協

議の上、担当部署を明確にすることが必要

だ。

貴重なご意見として承り、今後の取組の参

考とさせていただきます。
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⑲

⑳

㉑

㉒

第
７
条
第
１
項

町職員や関連機関職員の研修

町職員の研修を義務規定にする。

町職員や関連機関職員の研修について義

務規定にする考えはございませんが、行

政・住民、事業者が協働で施策を推進し、

研修等の充実に努めます。

第
７
条
第
１
項

関係機関の職員研修を努力義務にする。社

会福祉協議会・学校などを想定する。

関係機関の職員研修を努力義務にする考

えはございませんが、行政・住民、事業者が

協働で施策を推進し、研修等の充実に努め

ます。

第
７
条
第
１
項

・事業者や地域が研修を希望した場合、そ

れを支援する規定を明記する。法的にも、民

間事業者の義務規定（合理的配慮）となっ

ているものの、例えば事業所単位で手話講

座を企画する場合、講師役の選定に苦慮す

る場合が想定される。講師紹介などの支援

も施策の１つとして明記することで、事業者も

積極的に対応できるようになるのではない

か。

・人材育成を指導する人材の育成（講師の

育成）。日常的に手話を使う人がイコール

「手話講師として優秀」とは限らない。また、

研修・啓発の際にも、ポイントの整理や教授

法・有効な教え方がある。講師陣の質的・量

的確保も、この条例を推進するなら欠かせな

い。

第７条第１項第４号の施策を推進する際に

参考にさせていただきます。

第
７
条
第
１
項
第
４
号

自治体間連携

・現在、相楽の手話通訳者会のメンバーは１

６人。ほぼ半数ずつで木津川市と精華町在

住者である（東部３町村居住者もいる）。しか

し、必ずしも居住地での手話通訳ニーズに

対応できていない。木津川市のニーズを精

華町の手話通訳者が対応することもあり、そ

の逆もある。

・人材確保である、「養成」「派遣」などは、連

携して進めることが望ましい。これは、木津

相楽圏域における手話通訳者及び要約筆

記者については、相楽聴覚言語障害センタ

ー等と連携し人材確保に努めます。
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㉓

㉔

㉕

川市だけでなく、近隣自治体と相互規定に

することが必要だ。

・手話通訳者は、全体的に高齢化傾向にあ

る。自身の健康・家族介護などで、活動制約

を受けつつあり、その意味からも協力連携体

制を強化する必要がある。

・自治体規模があまり大きくない場合は、この

ような広域的展開と協力関係を明確に位置

付けておく必要がある。

第
７
条
第
１
項
５
号

消防分野では「ネット１１９」が実用化されて

いる。健常者の「１１９番通報」に該当するもの

である。近い将来、消防指令業務の広域化

が予定されており、対象者の命と財産を守

るためにも必要な規定である。この説で言

う技術とは、デジタル・ＩＣＴなどに限定したも

のではない。住民の「記憶」に留めることだ

けに依拠するのではなく、「記録」として適切

な媒体・手法を講じることを意味している。

現在、音声による１１９番通報が困難な方の

ために携帯電話などの WEB 機能を利用し

た緊急通報を受信できるネット１１９システム

を導入しており、記録として適切に扱われて

いるものと認識しております。

第
７
条
第
２
項

条例にそぐわない事象の発生・具体例の収

集を盛り込む必要がある。実行者を罰する

ことを目的としないが、情報収集は必要だ。

それは、条例の目的がどの手度進捗してい

るのか、逆に進捗していないのかを検証す

る際の具体的な検討材料となる。施策の１

つとして位置付ける。

ご指摘いただいた内容は、条例に盛り込む

予定はございませんが、貴重なご意見とし

て承り、今後の取組の参考とさせていただ

きます。

第
７
条
第
２
項

条例案第７条第２項について、施策の見直

しのタイミングが「必要に応じて」となってい

る。しかし、これは「定期的に」又は「１年度に

１回以上」のような具体的な表記に修正す

る必要がある。前段で、当事者の意見を聞く

ことを義務化していることは評価できるが、

条例案ではそれが空洞化するリスクがあ

る。また、そのことにより、施策に必要な財政

措置を「計画的」に進めることにつながる。

施策の見直しは、定期的に行うものではな

く、必要に応じて行うものと認識しておりま

す。
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第
７
条
２
項

モニタリングを誰がするのか、その主体を明

確にすることが望ましい。城陽市条例第７条

では、明確に記載されている。また、モニタリ

ングに参加するのは、当事者だけではなく、

支援者・家族・関係機関など、幅広い構成と

することが望まれる。

条例第7条に、当事者、支援者、その他の関

係者に意見を聞き、その進捗について検証

すると定めています。また、進捗・検証につい

ては、精華町地域障害者自立支援協議会

を想定しています。

第
７
条
２
号

町は前項各号の規定する施策推進するに

当たって、障害のある人及び障害特性に応

じた多様なコミュニケーション支援者その他

関係者の意見を聞き、その意見を反映する

ように努めなければならない。また、その進

捗について検証し必要に応じて施策の見直

しを行うものとする。

もっと具体的な内容で明記して欲しい。

・施策推進するに当たっては、関係者・・・等の

意見を聞くと明記されていますが、どのよう

な頻度でどの協議体で行われるのか具体

的な明記がない。

・その進捗についての検証･見直しについて

も「必要に応じて」と曖昧表現となっている。

「定期的に」とか「1年に1度」とかどの協議体

で見直すのか具体的に明記して欲しい。

条例が出来ただけで形骸化させない為で

す。

施策の進捗管理の必要性は条例に示して

いる通りです。また取り組み内容については

今後設置される協議体（部会）により行う想

定をしています。

条
例
案
に
は
な
し

障害者計画などへの反映・整合性見直しの

具体化

自治体ごとに上位計画となる「障害者計

画」などがある。場合によっては、介護保険

計画や生涯学習計画、さらには総合計画な

どもその対象となる。

条例の理念や施策が、それらの計画に反映

させる義務規定を設ける。それらの計画との

整合性を確保することを明文化する。

手話施策推進法第４条でも謳われている。

城陽市条例第５条第２項には、明記されて

いる先例がある。

精華町第３次障害者基本計画の基本目標

３「誰もが輝ける地域共生社会が実現でき

る」の取組に一部記載はありますが、次期

計画の見直しの際には条例を踏まえた構

成とします。

条例の理念や施策については、様々な町計

画や事業と関連すると認識しております。義

務規定を設ける考えはございませんが、条

例を踏まえた計画策定に努めます。
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条
例
名
称
に
つ
い
て

現在、パブコメと並行して「愛称募集」がされ

ている。建物や車などに愛称をつけることは

多々あるが、条例に愛称をつける前例は少

ない。実際、愛称がついたとして、どの場面

で活用しようとしているのか不明である。

一層、条例名自体を「愛称」にしてもいいの

ではないかと考える。参考までに、これまで

制定されてきた先行条例の「正式名称」で

「〇〇市手話言語条例」的なダイレクトな名

称以外の一例は、次の通り存在する。

城陽市 手で輪を広げる城陽市手話

言語条例

久御山町 あたたかい手の言葉でつな

がる心久御山町手話言語条例

八幡市 支えあう心でつながる八幡

市手話言語コミュニケーション条例

枚方市 手話でつむぐ住みよいまち枚

方市手話言語条例

向日市 古都のむこう、ふれあい深め

る手話言語条例

栃木・小山市 手と心でつなぐ小山市手話

言語条例

兵庫・太子町 和のまち太子の手話言語条

例

福井・越前町 思いやり支え合いの心でつ

なぐ手話言語条例

ただし、多くは手話言語単独条例である。イ

メージしやすく、発想しやすい。

本町条例案のように、あらゆる障害のコミュ

ニケーションを内容とする場合は、かえって

困難となる。

検討委員会で、条例を１つにすることは、合

意の上進めております。応募のあった愛称

から、あらゆる障害のコミュニケーションを内

容とするものを選定します。

そ
の
他

今後検討すべきこととして、次のことが想定

される。

①奈良市条例のように、各分野を個々に明

記する。

②教育機関での子どもの権利をさらに整備

する。

③異議申し立て制度。救済制度の導入。

①奈良市は「手話言語条例」として制定さ

れているため、各分野を個々に明記してい

ますが本町においては、手話言語及び障害

特性に応じた情報保障の２つの内容の条例

としており、第７条の施策を推進する際に内

容を参考にさせていただきます。

②④第７条の施策を推進する際に参考にさ
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④アドボカシーの観点。 せていただきます。

③については、本町には障害者差別解消

法における異議申し立て制度等の権限は

ございませんが、京都府と連携します。

町
行
政
全
体
に
つ
い
て

条例案全体に関する

今回「多様なコミュニケーション」に関するパ

ブリックコメントである。しかし、意見募集の要

綱を見る限り、従来同様、「日本語」で「文字

として書いて」、持参・メール・Ｆａｘで提出とさ

れている。

この条例案のねらいは、「障害の有無に関

わらず、多様なコミュニケーション手段がバリ

アなく使える」ことだと認識している。

その理解が正しいなら、「録音音声」「点

字」「手話動画」なとでの意見の出し方も検

討すべきでなかったかと考える。

私たちが、一般的に日本語以外の言語が

苦手なのは、日常的かつ成育歴の中で使わ

なかったからだと推測する。つまり、日常的に

日本語文字以外の言語で暮らしている住民

にとっては、「日本語文字」は苦手となっても

おかしくない。このことは、日本語を習得途上

のこどもたちにも同様なことが言える。

今後は、この条例のパブコメに限らず、町

が実施する意見募集的な場面では、「多様

なコミュニケーション手段」による募集に切り

替える必要がある。

また、ここでの「町」は、町長部局・教育委

員会に限らず、議会や行政委員会、付属機

関など幅広く解釈することが望まれる。関連

する例規の改正など必要な措置を可及的

速やかに講じられることを強く望む。

中長期的には、社会福祉協議会など町

施策の委託先も、同様な対応が展開される

ことが望ましい。

今後、条例制定され、内容を周知する際や

施策を推進する際には、可能な限りいただ

いたご意見を参考に情報保障に努めます。
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そ
の
他

私は耳がきこえません。

耳がきこえない子ども、中途失聴者、その家

族、近所の人達、学校や職場の仲間たちな

どみんなが手話や要約筆記の技術を覚え

て誰もが気軽におしゃべり、交流ができる、お

互いに笑顔で支え合う社会となることを心

から願います。

孤独、孤立した思いはもうしたくないです。

条例制定後は、障害の有無に関わらず全て

の人の情報保障に努め、共生社会の実現

を目指します。

そ
の
他

根本的な立てつけ・条例の分割

①条例の構成に関して

条例案を読むと、手話言語条例であり、手

話言語条例でないという中途半端さを感じ

る。それは、手話言語以外の要素を無理無

理包含させようとするところにあると考える。

また、手話以外の「障害特性に応じた多様

なコミュニケーション」の内容があいまいすぎ

て、付け足し的に感じる。

②条例の構成に関して

それなら、「手話言語条例」と「障害特性に

応じたコミュニケーション条例」の２本立てと

する方が、すっきりする。今夏に京都で開催

された、全国手話通訳問題研究会のサマー

フォーラムでは、２本立て条例の例として、岡

山県の新見市、美作市が紹介されていた。

新見市は令和４年、美作市は令和２年の制

定であり、内容的には要検討箇所もあるが、

分かりやすい。もちろん、市の責務など重な

る部分もある。

③条例の構成に関して

第２案としては、１条例にこだわる場合、章立

て条例にすることを検討されたい。つまり、総

論的条項を第１章、手話に関する条項を第２

章、その他の条項を第３章、モニタリング・見

直し・予算措置など共通条項を第４章とする

など、「すみ分け」を図り、整理する方策だ。

検討委員会で、条例を 1 つにすることは、合

意の上進めております。条例については２本

立てのものとする予定はございませんの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


